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尼崎市償還払い請求チェックリスト

提出書類チェックリスト
No チェック欄様式名・添付書類 備考

① □ 様式第1号　請求書
幼稚園・認定こども園に登園している方はチェック
（※認定こども園の一時預かり事業のみを利用されている方を除く。）

② □ 様式第2号　請求書 ①の欄にチェックがついていない方はチェック

③ □ 通帳等の写し 初回請求時、もしくは前回と異なる振込先を指定する場合はチェック

□ 様式第3号　領収証
□ 様式第4号　提供証明書

⑤ □
様式第9号　領収書兼提
供証明書

⑥ □ 様式第5号　活動報告書 ファミリーサポートセンターを利用した場合はチェック
⑦ □ 様式第6号　委任状 振込先口座を認定保護者の口座以外に指定する場合はチェック

↑上記の欄のうち、チェックのついた書類が提出に必要となります。

注意事項チェックリスト
No チェック欄

① □

② □

③ □

④ □

⑤ □

⑥ □

⑦ □

⑧ □

↑請求者様毎に該当箇所は異なりますが、条件（下線部）に当てはまる場合は御注意ください。

その他留意事項
No

①

②

③

●尼崎市公式ホームページ
・以下のURLから、償還払い請求に必要な様式をダウンロードできます。
（URL：　https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kosodate/1016436/1017501.html）

●こども入所支援担当（TEL:06-6489-6369、FAX：06-6489-6467）
　・施設等利用給付認定に関することや認定通知書の紛失など。

請求書・委任状の日付欄の記入漏れはないでしょうか？

連絡先
御不明な点等がございましたら以下の担当へ御連絡ください。
●保育管理課　給付担当（TEL：06-6489-6159、FAX：06-6489-6373）
　・施設等利用給付費（償還払い）請求に関すること。

認定通知書は大切な書類です。最後に利用された月の請求が終わるまで保管してください。
※紛失された場合は、下記のこども入所支援担当までお問い合わせください。

償還払い請求は４半期ごとに受付します。（例：４月～６月分は７月から、７月～９月は１０月から、１０月～１２
月は１月から、１月～３月は４月から受付を行います。）

上記の受付期間を過ぎた場合でも請求は可能です。ただし、償還払いの請求には２年間の時効があります。
※具体的には、無償化対象施設を利用した月の翌月1日から2年となります。
　（例：令和元年10月利用分の受付は令和3年10月31日(日)まで、令和元年11月利用分の受付は令和3年11
月30日（火）までとなります。）
様式・添付書類がそろい次第御提出ください。

留意事項

④

委任状を記入いただく場合、委任状の債権者（認定保護者）と口座名義人（受任者）は互い違いに
なっていないでしょうか？

請求書の施設等利用費の償還払い請求の内訳（様式第１号は６、様式第２号は５）は記入もれがな
いでしょうか？
（※記載方法が分からない・不安な場合は下記の保育管理課までお問い合わせください。）

その他、記入漏れがないか確認できましたでしょうか？

注意事項
請求書の請求者、領収証の納入者、提供証明書の認定保護者の氏名は、施設等利用給付認定通
知書に記載されている認定保護者の氏名と同一でしょうか？

請求書・委任状が認定保護者の自署でない（代筆やパソコン入力、コピーなど）場合、押印を行って
いますか？

施設等利用給付認定の有効期間が月途中始まり、もしくは月途中終わりの場合、その月の上限額
は日割り計算されていますか？
（預かり保育のみを御利用の方は利用日数で上限額を決定するため該当しません。）

転居された場合、転居後の御住所を記入されていますか？
（償還払いの支給決定後に「施設等利用費交付決定のお知らせ」を送付しますので、最新の住所を
御記入下さい。）

預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育
を利用された場合はチェック
（※④または⑤を提出）


